
◎国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する等の法

律 
（令和五年一二月一五日法律第八七号）   

一、 提案理由（令和五年一一月七日・衆議院総務委員会） 

○鈴木（淳）国務大臣 国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する等の法

律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 

 デジタル社会の形成に向けて、我が国のデジタル化の基盤となる情報通信ネットワー

クのサイバーセキュリティーを確保するため、国立研究開発法人情報通信研究機構がサ

イバーセキュリティー対策を十分に講じていない電気通信設備の管理者等に対して助言

等を行うための規定を整備するとともに、サイバー攻撃手法の変化に応じた特定アクセ

ス行為等の機動的な実施を可能とするための規定を整備し、あわせて、同機構の業務範

囲の見直しの一環として、特定通信・放送開発事業実施円滑化法の廃止等を行う必要が

あります。 

 次に、法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。 

 第一に、国立研究開発法人情報通信研究機構の業務の範囲に、その研究等の成果の普

及として、サイバーセキュリティーの確保のための措置を十分に講じていないと認めら

れる電気通信設備の管理者等に対して助言等を行う業務を追加することとしております。

また、総務大臣が機構の当該業務に関する中長期的目標の設定、変更等をしようとする

際に、サイバーセキュリティ戦略本部の意見を聞かなければならないこととしておりま

す。 

 第二に、機構が令和五年度末までに限り行うこととされていますＩＤ、パスワードに

脆弱性がある電気通信設備の調査を行う特定アクセス行為の実施等に係る業務について、

令和六年度以降もサイバー攻撃手法の変化に応じて機動的に実施できるようにするため、

当該業務を総務大臣があらかじめ認可した実施計画に定められた期間等において実施で

きる等の規定を整備することとしております。 

 第三に、デジタル社会の形成に向けた機構の業務範囲の見直しの一環として、機構の

業務の特則等を定めた特定通信・放送開発事業実施円滑化法を廃止し、同法に規定する

機構の業務を実施するための機構の信用基金及び債務保証勘定を清算、廃止することと

しております。 

 以上のほか、所要の規定の整備を行うこととしております。 

 なお、この法律は、一部の規定を除き、令和六年四月一日から施行することとしてお

ります。 

 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。 

 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

二、衆議院総務委員長報告（令和五年一一月一四日） 

○古屋範子君 ただいま議題となりました法律案につきまして、総務委員会における審



査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 本案は、デジタル社会の形成に向けて、情報通信ネットワークのサイバーセキュリテ

ィーを確保するため、国立研究開発法人情報通信研究機構がサイバーセキュリティー対

策を十分に講じていない電気通信設備の管理者等に対して助言等を行うための規定を整

備するとともに、特定アクセス行為等の機動的な実施を可能とするための規定を整備し、

あわせて、機構の業務範囲の見直しの一環として、特定通信・放送開発事業実施円滑化

法の廃止等を行おうとするものであります。 

 本案は、去る十一月六日本委員会に付託され、翌七日鈴木総務大臣から趣旨の説明を

聴取し、九日、質疑を行い、これを終局しました。次いで、討論を行い、採決いたしま

したところ、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 なお、本案に対し附帯決議が付されました。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（令和五年一一月九日） 

政府及び国立研究開発法人情報通信研究機構は、本法の施行に当たり、次の各項の実

施に努めるべきである。 

一 政府は、インターネットに接続する機器の更なる普及等により、サイバー攻撃の脅

威が一層高まることが予想される中、機構がサイバーセキュリティ対策に果たす役割

の重要性に鑑み、機構の人員・予算等の充実及び技術・知見の更なる活用を図るとと

もに、我が国のサイバーセキュリティ人材の育成に努めること。 

二 政府及び機構は、公的機関、民間事業者及び国民に対し、機構によるぜい弱性のあ

る機器の調査・注意喚起等の取組に関して十分に周知を行い、サイバーセキュリティ

対策の重要性と当該取組についての正しい理解を促進すること、幅広く関係者と連携

を行うことなどにより、メーカーの開発・製造の段階における適切なセキュリティ対

策の実施等、インターネットに接続する機器の安全性の確保をはじめとする我が国の

サイバーセキュリティ対策の一層の充実・強化を図ること。 

三 機構は、特定アクセス行為や新たに機構法に位置付けられる業務の実施に当たって

は、これらの実施により取得した情報の管理を徹底すること。また、政府は、「特定

アクセス行為等実施計画」を認可する際には、当該計画において、特定アクセス行為

により取得した情報の取扱が適切なものであるか厳格に審査すること。なお、政府は、

機構がサイバーセキュリティ対策に果たす役割の重要性に鑑み、機構の役職員等に課

されている秘密保持義務が引き続き遵守されるよう適切に監督を行うこと。 

四 機構は、機構に設置された基金が国民負担によって造成されていること及びこれま

でに造成された他の様々な基金が必ずしも有効かつ適切に活用されていないとの指摘

があることを踏まえ、機構の基金の適切な管理及び有効活用による成果の最大化に一

層努めること。 

三、参議院総務委員長報告（令和五年一二月一一日） 



○新妻秀規君 ただいま議題となりました法律案につきまして、総務委員会における審

査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、デジタル社会の形成に向けて、我が国のデジタル化の基盤となる情報通

信ネットワークのサイバーセキュリティーを確保するため、国立研究開発法人情報通信

研究機構がサイバーセキュリティー対策を十分に講じていない電気通信設備の管理者等

に対して助言等を行うための規定を整備するとともに、サイバー攻撃手法の変化に応じ

た特定アクセス行為等の機動的な実施を可能とするための規定を整備し、あわせて、同

機構の業務範囲の見直しの一環として、特定通信・放送開発事業実施円滑化法の廃止等

を行おうとするものであります。 

 委員会におきましては、今後のサイバーセキュリティー対策の在り方、機構の体制強

化に向けた取組、基金の適切な管理と透明化を図る必要性等について質疑が行われまし

た。 

 質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して伊藤岳委員より反対

する旨の意見が述べられました。 

 討論を終局し、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決

定いたしました。 

 なお、本法律案に対し附帯決議が付されております。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（令和五年一二月七日） 

政府及び国立研究開発法人情報通信研究機構は、本法施行に当たり、次の事項につい

てその実現に努めるべきである。 

一、政府は、インターネットに接続する機器の更なる普及等により、サイバー攻撃の脅

威が一層高まることが予想される中、機構がサイバーセキュリティ対策に果たす役割

の重要性に鑑み、機構の人員・予算等の充実及び技術・知見の更なる活用を図るとと

もに、サイバーセキュリティ人材の育成や国際連携の推進等、我が国のサイバーセキ

ュリティ対策の一層の充実・強化を図ること。 

二、政府及び機構は、公的機関、民間事業者及び国民に対し、機構によるぜい弱性のあ

る機器の調査・注意喚起等の取組に関して十分に周知を行い、サイバーセキュリティ

対策の重要性と当該取組についての正しい理解を促進すること。また、メーカーや電

気通信事業者等の幅広い関係者と連携を行うことなどにより、機器の開発・製造段階

における適切なセキュリティ対策の実施等、インターネットに接続する機器の安全性

の確保を図ること。 

三、機構は、特定アクセス行為や新たに機構法に位置付けられる業務の実施に当たって

は、これらの実施により取得した情報の管理を徹底すること。また、政府は、「特定

アクセス行為等実施計画」を認可する際には、当該計画において、特定アクセス行為

により取得した情報の取扱いが適切なものであるか厳格に審査すること。なお、政府



は、機構がサイバーセキュリティ対策に果たす役割の重要性に鑑み、機構の役職員等

に課されている秘密保持義務が引き続き遵守されるよう適切に監督を行うこと。 

四、政府及び機構は、機構に設置された基金が国民負担によって造成されていること及

びこれまでに造成された他の様々な基金が必ずしも有効かつ適切に活用されていない

との指摘があることを踏まえ、基金の適切な管理及び有効活用による成果の最大化に

一層努めること。また、その執行状況等について適時・適切に公表するなど透明化を

図ることにより、国民に対する説明責任を果たすとともに、不断の検証・見直しを行

うこと。 

  右決議する。 


